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子どもの生成AIサービスの利用につい
て 

JIPDEC 電子情報利活用研究部 
野町 綺乃 

はじめに 
JIPDECでは、日本に在住する 18～79歳の男

女（1,449名）を対象に「デジタル社会における
消費者意識調査 20261」というプライバシーや個
人情報保護、AI 利用、情報セキュリティ等に関
するアンケート調査を実施しました。 

 

子どもの生成 AI サービスの利用 
AI 利用に関する設問「AIサービス普及に対す

る不安 2」では、誤情報の提供・拡散、情報漏え
い等に関する不安があるという調査結果が得ら
れました。 
情報の真偽の確認、プライバシーや個人情報

の保護については、アンケート調査の対象者と
なっている大人であれば、ある程度の判断力と
ITリテラシーを有しているため、情報の真偽を
確認でき、自身のプライバシーや個人情報を保
護する行動ができます。 
しかし、近年ではスマートフォン等が広く普

及していることに伴い、18歳未満の子どもの生
成 AIサービスの利用も増えてきています。 
子どもの生成 AI サービスの利用状況を鑑み

て、学校現場における生成 AIの適切な利用を実
現するために、文部科学省から「初等中等教育
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段階における生成 AI の利活用に関するガイドラ
イン（Ver.2.0）3」等が公表されています。 
一方で、全ての学校で生成 AIサービスの利用

に関する教育が行われているわけではないた
め、教育を受けないまま利用している子どもも
少なくありません。 
子どもは心身が発達段階にあり、判断能力が

不十分なことから、個人情報やプライバシーの
不適切な取り扱いに伴う悪影響を受けやすいた
め、サービスを利用する際には注意が必要で
す。 
生成 AI サービスに個人情報等を入力する際に

は、サービスによっては入力した個人情報等が
生成 AI の機械学習に利用されることもあるた
め、利用規約やプライバシーポリシー等を十分
に確認し、入力してもよい情報かを適切に判断
する必要があります。 
応答結果の出力以外の目的で入力した個人情

報等が取り扱われないか、入力してもよい情報
か等を判断できない場合は、個人情報等を入力
しないよう指導することも重要です。 
利用規約やプライバシーポリシー等の確認、

個人情報等の入力については、既存のWebサー
ビス利用時にも十分に注意する必要がありま
す。 
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さいごに 
生成 AI サービスに限らず、既存のWebサー

ビス利用時には、情報の取り扱い等の ITリテラ
シーを有した上で適切に利用する必要があり、
AI 等の先端技術を含む ITリテラシーを学校現場
以外でも子どもへ教育することが重要です。 

JIPDEC 電子情報利活用研究部  
野町 綺乃 
データ利活用、プライバシー保護に
係る課題や環境整備に向けた調査、
ISO/TC307（ブロックチェーンと分

散型台帳技術）国内委員会の国内審議団体事務局の
業務等に従事。その他、プライバシーや個人情報保
護に関する講演、JIPDECレポート等のレポート誌
への寄稿を実施。 
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